
鴻環資組告示第５号 

 

条件付一般競争入札（事後審査型）を執行するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

なお、本公告に記載のない事項については鴻巣行田北本環境資源組合新ごみ処理

施設整備及び運営事業に係る事業者選定アドバイザリー業務委託条件付一般競争入

札（事後審査型）執行要綱（以下「要綱」という。）の規定によるものとする。 

 

平成２９年７月２４日 

鴻巣行田北本環境資源組合                     

管理者  原 口 和 久 

 

記 

１ 入札対象業務 

 （１）業 務 名  鴻巣行田北本環境資源組合新ごみ処理施設整備及び運営事

業に係る事業者選定アドバイザリー業務 

 （２）業 務 場 所  鴻巣行田北本環境資源組合構成市（鴻巣市・行田市・北本

市）内 

 （３）業 務 概 要  新ごみ処理施設の整備及び運営事業を「民間資金等の活用

による公共施設等の整備等の促進に関する法律」の規定に

準じて実施するに当たり、DBO 方式に関する専門家の支援

を受けることにより、より質の高い事業実施を確実に実現

することを目的とする。 

            ・余熱利用施設整備の検討 

            ・事業者募集・選定方法等の検討 

            ・実施方針の作成及び公表に係る支援 

            ・特定事業の選定及び公表に係る支援 

            ・予定価格設定に係る支援 

            ・事業者募集・評価・選定及び公表に係る支援 



            ・事業契約締結に係る支援 

            ・事業者選定委員会の運営支援 

            ・都市計画決定・農振除外協議書の作成 外 

 （４）履 行 期 間  契約締結日から平成３３年３月１５日（月）まで 

 （５）予 定 価 格  ４３，２００，０００円（消費税を含む） 

 （６）最低制限価格  設定しない 

 （７）入札保証金  免除とする 

 （８）契約保証金  要綱第２５条のとおり 

 （９）支 払 条 件  部分払あり 

 （１０）入札手続等の方法 

   本件入札は紙により入札書及び資料等の提出を行うものとする。 

 

２ 入札に参加できる者の形態 

  単体企業とする。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

要綱第３条のとおりとする。 

 

４ 入札参加資格の有無の確認 

  要綱に基づき、入札執行後に確認する。 

 

５ 一般競争入札参加申請書の提出 

    入札参加を希望する者は、次に従い、一般競争入札参加申請書（要綱様式第４

号）を提出すること。 

（１）提 出 期 限 平成２９年８月１０日（木）正午まで（ＦＡＸに限る） 

（２）提 出 場 所 鴻巣行田北本環境資源組合 計画建設課 

          （ＦＡＸ ０４８－５０１－６２０９） 

   （ＦＡＸ受付時間は、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後

５時までとする。） 



（３）そ の 他 参加申請書の受理については申請者に対して別に通知す

る（平成２９年８月１０日午後４時までに一般競争入札参加申請書に記載さ

れたメールアドレスあて通知予定）。なお、予定日時までに通知がない場合

は、組合計画建設課へ必ず連絡すること。 

６ 入札（開札）の日時及び場所 

  次のとおりとする。ただし、変更するときがある。この場合は、組合のホーム

ペ－ジ等において告知を行う。 

（１）日 時 平成２９年８月１７日（木）午前１０時 

  （２）場 所 埼玉県鴻巣市関新田１３００－１ 

鴻巣行田北本環境資源組合 計画建設課 

   

７ 入札方法等 

  （１）入札書及び入札金額見積内訳書を郵送により提出するものとする。（様式

は組合ホームページよりダウンロードすること。） 

  （２）あて先   〒３６５－０００４ 

           埼玉県鴻巣市関新田１３００－１ 

           鴻巣行田北本環境資源組合 計画建設課 

           （記載方法は「入札書郵送手引き」を参照のこと。） 

  （３）配達指定日 平成２９年８月１６日（水） 

  （４）郵送方法  一般書留又は簡易書留のいずれかによる。 

     （特定記録郵便で郵送された入札書については、無効とする。） 

  （５）入札書の日付は入札（開札）日を記入すること。 

（６）質問書受付期間 平成２９年７月２４日（月）午前９時から 

平成２９年８月４日（金）正午まで 

  （７）質問書の提出先 質問書（要綱様式第２号）に質問事項等を記入し、電

子メールにより提出すること。 

鴻巣行田北本環境資源組合 計画建設課電子メール 

             kgk-sigen-br@k-ichikumi.jp 

  （８）質問書への回答 質問に対する回答については、平成２９年８月１０日(木)
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午後５時までに、組合のホームページにおいて回答する。 

   

８ 設計図書等 

  設計図書等は、組合のホームページ又は計画建設課で閲覧するものとする。 

閲覧期間 平成２９年７月２４日（月）午前９時から 

平成２９年８月１０日（木）正午まで 

 

９ 入札に関する注意事項 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に

相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方

消費税に係る税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希

望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

１０ 入札（開札）の立会い 

  入札（開札）にあたり、入札参加申請をした者の中から入札立会人を決定し入

札立会依頼書をＦＡＸで送付するので、依頼を受けた者は立ち会うこと。 

  ただし、立会人が入札（開札）時刻までに到着しない場合は、当該入札に関係

のない組合職員を立ち会わせるものとする。 

   

１１ 入札（開札）の傍聴 

  入札（開札）の傍聴を希望する入札者又はその代理人（立会人又はその代理人

を除く。）は、６に定める入札（開札）時刻までに来場すること。 

  なお、入札者の代理人が傍聴を希望する場合は、入札傍聴委任状を持参するこ

と。（様式は組合ホームページよりダウンロードすること。） 

 

１２ 落札候補者の決定 

  要綱第１８条のとおり 

 



１３ くじによる落札候補者の決定 

要綱第１９条のとおり 

 

１４ 再度入札 

再度入札は行わない。落札者がいない場合は不調とする。 

 

１５ 参加資格の審査に必要な書類の提出  

  要綱第２１条のとおり 

 

１６ 落札者の決定 

  要綱第２３条のとおり 

 

１７ 契約の時期 

  落札者決定日の翌日から起算して７日以内（土日を除く。） 

 

１８ その他 

（１）提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び一般競争入札参加資格

等確認資料は返却しない。 

（２）入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を

理由として、異議を申し立てることはできない。 

 

１９ 問い合わせ先 

 埼玉県鴻巣市関新田１３００－１ 

 鴻巣行田北本環境資源組合 計画建設課 

 電話 ０４８－５０１－６７０８  ＦＡＸ ０４８－５０１－６２０９ 

 電子メール kgk-sigen-br@k-ichikumi.jp 

mailto:kgk-sigen-br@k-ichikumi.jp

